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日
本
律
成
立
過
程
に
お
け
る
継
受
法
と
固
有
法

長
　
谷
　
山

彰

日本律成立過程における継受法と固有法

　はじ

め
に

一
、
大
化
期
の
刑
罰
記
事
の
検
討

二
、
天
武
朝
初
年
に
お
け
る
唐
律
継
受

三
、
持
統
朝
に
お
け
る
唐
律
継
受
と
日
本
律
の
編
纂

　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
七
世
紀
以
降
の
日
本
古
代
国
家
形
成
史
は
法
制
史
の
上
で
は
国
家
統
治
の
基
本
法
と
し
て
の
中
国
律
令
継
受
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。　

天
智
朝
を
初
め
そ
の
後
数
次
に
わ
た
っ
て
律
令
法
典
の
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
典
の
内
容
や
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は

未
だ
に
不
明
の
部
分
も
残
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、
日
本
律
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
浄
御
原
律
の
存
否
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
っ
て
決
着
を
み
る
に
至
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
近
年
で
は
議
論
を
打
開
す
る
為
に
個
々
の
論
点
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
『
日
本
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書
紀
』
等
に
み
え
る
刑
罰
記
事
を
手
が
か
り
に
日
本
に
君
け
る
唐
律
継
受
の
経
過
を
全
体
像
と
し
て
復
原
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
採
ら
れ

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
．
夙
に
井
上
光
貞
氏
は
律
令
の
継
受
を
、
O
中
国
律
令
の
部
分
的
、
断
片
的
な
摂
取
の
時
代
、
⇔
中
国
律
令
の
全
体
的
、
体
系
的

な
摂
取
の
時
代
、
㊧
日
本
律
令
の
編
纂
以
後
．
の
三
つ
の
時
期
に
わ
け
、
律
に
関
し
て
は
O
を
推
古
朝
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
⇔
を
天

武
朝
の
唐
律
の
施
行
か
ら
、
㊧
を
大
宝
律
の
編
纂
以
後
に
あ
て
ら
れ
た
．
こ
の
よ
う
な
区
分
の
仕
方
は
基
本
的
な
枠
組
と
し
て
ほ
ぼ
間
違

い
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
個
別
史
料
の
評
価
と
な
る
と
井
上
氏
の
所
説
に
も
疑
問
の
点
が
あ
り
、
ま

た
諸
説
の
一
致
を
み
な
い
部
分
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
先
学
の
膜
尾
に
付
し
て
大
化
以
降
、
天
武
・
持
統
朝
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
、
個
々
の
刑
罰
記
事
に
検
討

を
加
え
る
と
共
に
、
唐
律
の
継
受
と
日
本
律
の
編
纂
経
過
に
つ
い
て
一
つ
の
見
通
し
を
立
て
、
ひ
い
て
は
浄
御
原
律
編
纂
の
問
題
を
考
え

る
一
助
と
し
た
い
と
思
う
。

　
（
1
）
　
学
説
の
推
移
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
、
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」
（
『
日
本
思
想
大
系
3
律
令
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
七
六
年
）
。
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
拙
著
『
律
令
外
古
代
法
の
研
究
』
附
篇
「
律
令
法
典
編
纂
の
推
移
と
問
題
点
」
（
慶
鷹
通
信
、
一
九
九
〇
年
）
。

　
（
2
）
　
小
林
宏
「
目
本
律
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
（
廠
鞭
紅
舖
士
日
本
法
制
史
論
集
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
O
年
）
．
森
田
悌
「
浄
御
原
律
に
つ

　
　
い
て
1
初
期
律
令
国
家
理
解
へ
の
一
視
角
1
」
（
『
金
沢
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
研
究
』
第
二
三
号
、
一
九
八
七
年
）
．

　
（
3
）
　
井
上
光
貞
「
階
書
倭
国
伝
と
古
代
刑
罰
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
創
刊
号
、
一
九
七
六
年
）
．
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一
、
大
化
期
の
刑
罰
記
事
の
検
討

　
大
化
二
年
の
東
国
々
司
詔
に
は
東
国
々
司
の
在
地
に
お
け
る
行
動
を
規
制
す
る
部
分
が
み
ら
れ
る
が
そ
の
内
容
は
唐
律
の
影
響
に
よ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚
子
条
に
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（
前
略
）
国
司
等
、
（
中
略
）
、
不
ノ
得
下
取
二
他
貨
賂
嚇
令
が
致
二
民
於
貧
苦
刈
上
p
京
之
時
、
不
い
得
『
多
従
二
百
姓
於
己
刈
唯
得
“
使
レ
従
二
国
造
・
郡
領
刈
但

　
以
二
公
事
一
往
来
之
時
、
得
レ
騎
二
部
内
之
馬
哨
得
γ
准
二
部
内
之
飯
噸
介
以
上
、
奉
F
法
必
須
褒
賞
．
違
レ
法
当
降
二
爵
位
『
判
官
以
下
、
取
二
他
貨
賂
「
二
倍
徴

　
之
．
遂
以
二
軽
重
一
科
ド
罪
。

と
あ
り
、
同
大
化
二
年
三
月
辛
巳
条
に
は
、

　
以
二
去
年
八
月
噛
朕
親
講
日
、
莫
下
因
二
官
勢
門
取
中
公
私
物
卸
可
レ
喫
二
部
内
之
食
つ
可
〆
騎
蔀
内
之
馬
司
若
違
ノ
所
μ
講
、
次
官
以
上
、
降
一
其
爵
位
、
主
典

　
以
下
、
決
二
其
答
杖
輔
入
レ
己
物
者
、
倍
而
徴
之
．

と
み
え
る
。
前
者
は
東
国
々
司
の
派
遣
に
際
し
て
、
部
内
で
財
物
を
求
索
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
違
反
者
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
た
も
の
で

あ
り
、
後
者
は
翌
年
、
東
国
々
司
等
の
功
過
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
冒
頭
に
禁
制
の
内
容
を
再
述
」
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
1
）

　
井
上
光
貞
氏
に
よ
れ
ば
、
文
中
の
「
取
二
他
貨
賂
こ
は
在
地
の
豪
族
・
人
民
か
ら
賄
賂
を
も
含
め
て
財
物
を
不
当
に
と
る
こ
と
を
意
味

し
、
処
罰
態
様
と
し
て
は
、
上
級
国
司
に
は
「
降
一
爵
位
こ
の
処
分
を
以
て
臨
み
、
下
級
国
司
に
は
答
杖
の
実
刑
と
共
に
「
入
レ
己
」
財

物
の
倍
額
の
賠
償
を
科
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
同
氏
は
、
右
の
賠
償
の
特
徴
、
即
ち
、
e
広
義
で
の
ヌ
ス
ミ
の
対
象
物
ー
律
の
用
語
に
よ
れ
ば
「
臓
」
！
の
二
倍
を
犯
人
か
ら

徴
す
る
こ
と
、
⇔
賠
償
を
の
み
加
害
者
に
科
す
る
の
で
は
な
く
て
、
加
害
者
の
行
為
を
犯
罪
と
み
な
し
、
国
家
的
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
と

の
二
点
が
唐
律
に
み
え
る
制
裁
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
唐
名
例
律
以
臓
入
罪
条
に

　
諸
以
臓
入
罪
、
正
賊
見
在
者
還
官
主
、
已
費
用
者
、
死
及
配
流
勿
ソ
徴
、
余
皆
徴
之
．

と
あ
り
、
「
余
皆
徴
之
」
の
注
に
、
「
盗
者
倍
備
」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
広
義
の
ヌ
ス
ミ
の
一
を
犯
し
た
場
合
、
犯
人
は
ヌ
ス
ミ
の
種
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類
・
規
模
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
律
に
定
め
る
刑
を
科
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
本
条
に
従
い
、
被
害
を
受
け
た
官
又
は
私
人
に
臓
物
を
返
す
こ

と
、
盗
犯
の
場
合
に
は
本
文
注
に
よ
っ
て
特
に
そ
の
倍
額
を
徴
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
井
上
氏
は
大
化
の
東
国
々
司
詔
に
み
え
る
賠
償

は
右
の
唐
名
例
律
以
臓
入
罪
条
の
「
盗
者
倍
備
」
の
制
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
唐
律
の
こ
の
部
分
が
目
本
律
の

成
立
を
ま
た
ず
に
、
七
世
紀
中
葉
に
は
摂
取
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
東
国
々
司
詔
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
近
時
の
学
説
も
支
持
す
る
如
く
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
該
史
料
を
子
細
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
単
純
に
唐
名
例
律
と
の
一
致
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
ま
ず
第
一
に
、
井
上
氏
は
「
二
倍
徴
之
」
は
下
級
国
司
に
の
み
科
せ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
上
級
国
司
と
下
級
国
司
に
対
す
る

処
分
の
差
は
「
降
爵
位
」
と
「
決
其
答
杖
」
と
い
う
区
別
の
み
に
か
か
り
、
「
入
γ
己
物
者
倍
而
徴
之
」
と
い
う
処
分
は
東
国
々
司
全
体
に

か
か
る
と
考
え
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
詔
に
は
「
判
官
以
下
、
取
二
他
貨
賂
↓
二
倍
徴
之
」
と
あ
り
、
一
見
、
倍
瞼
徴
収
は
下

級
国
司
に
の
み
科
せ
ら
れ
る
か
に
み
え
る
が
、
詔
文
の
冒
頭
に
「
国
司
等
、
（
中
略
）
不
レ
得
下
取
二
他
貨
賂
輔
令
汐
致
二
民
於
貧
苦
こ
と
あ

っ
て
禁
止
の
対
象
が
東
国
々
司
全
員
に
な
っ
て
お
り
、
第
二
の
詔
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
詔
の
前
掲
部
分
に
続
く
下

り
に
、

142

穂
積
臣
咋
所
ソ
犯
者
、
於
百
姓
中
、
毎
μ
戸
求
索
。
傍
悔
還
レ
物
。
而
不
二
墨
与
叫

　
と
あ
り
、
長
官
で
あ
る
穂
積
臣
が
部
内
に
財
物
を
求
索
し
た
行
為
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
み
て
も
、
倍
臓
徴
収
は
主
処

分
と
は
別
に
罪
あ
る
国
司
全
体
に
科
せ
ら
れ
る
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
二
の
疑
問
点
を
あ
げ
る
と
、
井
上
氏
の
所
説
で
は
東
国
々
司
詔
に
い
う
非
法
が
具
体
的
に
律
の
ど
の
条

文
に
該
当
す
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
名
例
律
以
臓
入
罪
条
に
よ
れ
ば
臓
罪
は
正
臓
を
返
還
せ
し
め
る
の
が
原
則
で
倍
臓
徴
収
は
盗
犯
に
の
み
科
せ
ら
れ
る
特
例
で
あ
る
。
従



っ
て
、
東
国
々
司
詔
に
み
え
る
制
裁
が
唐
律
と
一
致
す
る
と
判
断
す
る
た
め
に
は
詔
文
の
予
想
す
る
違
法
行
為
が
名
例
律
の
規
定
す
る
六

瞼
中
で
も
特
に
盗
犯
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
名
例
律
該
条
疏
議
に

在
律
正
臓
、
唯
有
六
色
、
強
盗
、
窃
盗
、
柾
法
、
不
柾
法
、
受
所
監
臨
、
及
坐
瞼
也
．

と
あ
り
、
盗
犯
に
よ
る
も
の
（
強
盗
・
窃
盗
）
、
官
人
の
収
賄
に
し
て
法
を
曲
げ
た
る
も
の
（
柾
法
）
、
収
賄
し
た
が
法
を
曲
げ
ざ
る
も
の
（
不

柾
法
）
、
官
人
の
監
臨
内
に
財
物
収
受
せ
る
も
の
（
受
所
監
臨
）
、
及
び
柾
法
・
不
柾
法
・
受
所
監
臨
に
該
当
し
な
い
違
法
な
財
物
収
受
（
坐

臓
）
を
六
臓
と
す
る
。
即
ち
、
律
は
臓
罪
ー
井
上
氏
の
い
う
広
義
の
ヌ
ス
、
・
・
i
を
厳
格
に
区
分
し
た
上
で
、
特
に
盗
犯
に
つ
い
て
の

み
倍
臓
の
徴
収
を
科
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
東
国
々
司
詔
に
い
う
違
法
行
為
が
律
の
ど
の
条
文
に
該
当
す
る
か
で
あ
る
が
、
前
に
触
れ
た
如
く
、
穂
積
臣
が
部
内
を
戸
毎
に

求
索
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
特
定
の
事
案
に
関
し
て
収
賄
す
る
柾
法
・
不
柾
法
で
は
な
く
、
特
定
の
事
案
と
は
関
係
な
く
監
臨
内
の
人

間
か
ら
財
物
を
収
受
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
唐
律
に
該
当
条
文
を
求
め
る
な
ら
ば
、
唐
職
制
律
受
所
監
臨
財
物
条
の

日本律成立過程における継受法と固有法

諸
監
臨
之
官
。
受
所
監
臨
財
物
者
。
一
尺
答
四
十
、

乞
取
者
。
加
一
等
．
強
乞
取
者
。
准
柾
法
論
。

一
疋
加
一
等
、
八
疋
徒
一
年
．
八
疋
加
一
等
。
五
十
疋
流
二
千
里
．
与
者
減
五
等
．
罪
止
杖
一
百
。

に
当
た
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
因
官
勢
、
取
公
私
物
」
、
「
取
他
貨
賂
、
致
民
於
貧
苦
」
と
あ
る
か
ら
、
財
主
の
自
発

的
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
官
人
の
側
か
ら
財
物
を
要
求
す
る
「
乞
取
」
か
、
威
力
を
も
っ
て
強
制
的
に
収
受
す
る
「
強
乞
取
」
に

該
当
し
、
後
者
の
場
合
に
は
特
に
唐
職
制
律
監
主
受
財
柾
法
条
の

諸
監
臨
主
司
。
受
財
柾
法
者
．
一
尺
杖
一
百
．
一
疋
加
一
等
．
十
五
疋
絞
。
（
後
略
）
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に
準
じ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
東
国
々
司
詔
の
予
想
す
る
違
法
行
為
の
適
用
法
条
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
翻
っ
て
、
唐
名
例
律
以
職
入
罪
条
に
よ
る
臓
物
徴

納
の
処
分
態
様
を
考
え
る
と
、
国
司
等
の
行
為
は
六
臓
中
の
受
財
監
臨
或
い
は
柾
法
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ら
、
同
条
本
文
に
よ
っ
て
正
臓

の
み
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
倍
臓
徴
収
を
規
定
す
る
東
国
々
司
詔
は
唐
律
と
は
異
な
る
処
罰
態
様
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
、
同
詔
を
も
っ
て
唐
律
の
部
分
的
継
受
を
示
す
史
料
と
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．

　
そ
こ
で
改
め
て
東
国
々
司
詔
に
み
え
る
制
裁
の
淵
源
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
官
人
に
対
し
て
一
定
の
処
分
を
科
す
る
と
共
に
不
法

に
得
た
財
物
を
徴
納
す
る
と
い
う
処
罰
の
骨
子
が
百
済
の
制
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
引
く
。
『
旧
唐
書
』
百
済
伝
に

144

官
人
受
財
及
盗
者
、
三
倍
追
臓
、
傍
終
身
禁
鋼
。

と
あ
り
、
官
人
の
受
財
を
盗
犯
と
同
列
に
扱
い
、
臓
物
の
三
倍
を
追
徴
す
る
と
共
に
．
終
身
禁
鋼
を
科
し
て
い
る
。
禁
鍋
は
官
吏
の
身
分

を
剥
奪
す
る
閏
刑
で
労
役
刑
を
併
加
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
中
国
で
は
漢
代
か
ら
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
．
従
っ
て
こ
こ

に
も
中
国
刑
法
の
影
響
は
存
在
す
る
が
、
唐
律
に
限
定
す
れ
ば
官
爵
を
悉
く
剥
奪
さ
れ
る
「
除
名
」
を
科
せ
ら
れ
る
の
は
監
臨
主
守
の

姦
・
盗
・
略
取
及
び
受
財
柾
法
の
み
で
、
且
つ
除
名
は
六
載
の
後
に
再
叙
が
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
官
人
受
財
は
除
名
を
科
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
百
済
の
制
は
中
国
の
古
制
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
未
だ
唐
律
の
直
接
継
受
に
達
し
て
い
な
い
段
階
の
刑
罰

と
し
て
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
百
済
の
制
と
類
似
す
る
東
国
々
司
詔
の
内
容
も
半
島
諸
国
及
び
間
接
的
な
中
国
法
の
影
響
に

よ
っ
て
は
い
る
が
、
未
だ
唐
律
の
体
系
的
摂
取
に
至
っ
て
い
な
い
時
期
の
史
料
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
右
の
よ
う
な
理
解
は
大
化
改
新
直
後
の
時
期
に
属
す
る
他
の
史
料
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
大
化
二
年
三
月
甲
申
の
詔
は
い
わ
ゆ
る

旧
俗
廃
止
の
詔
と
し
て
知
ら
れ
る
が
，
そ
れ
ら
の
中
に
は
唐
律
の
知
識
が
あ
れ
ば
当
然
一
定
の
制
裁
を
科
す
べ
き
事
項
で
あ
り
な
が
ら
何

ら
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
『
目
本
書
紀
』
当
該
条
に
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（
前
略
）
復
有
言
姓
嚇
臨
二
向
γ
京
日
噛
恐
二
所
レ
乗
馬
、
疲
痩
不
ヲ
行
、
以
二
布
二
尋
、
麻
二
束
噛
送
二
参
河
・
尾
張
、
両
国
之
人
「
雇
令
二
養
飼
刈
乃
入
一
手

　
京
輔
於
還
レ
郷
日
、
送
二
鍬
一
具
而
参
河
人
等
．
不
レ
能
一
養
飼
『
翻
令
一
痩
死
輔
若
是
細
馬
、
即
生
二
貧
愛
「
工
作
二
護
語
二
戸
被
二
愉
失
吻
若
是
牝
馬

　
孕
二
於
己
家
嚇
便
使
二
祓
除
『
遂
奪
一
其
馬
司
飛
聞
若
ド
是
．
故
今
立
レ
制
。
凡
養
ド
馬
一
於
路
傍
国
一
者
、
将
二
被
伊
雇
人
肉
審
告
二
村
首
噛
首
長
也
。
方
授
二
訓
物
司

　
其
還
・
郷
日
、
不
・
須
二
更
報
噸
如
致
二
疲
損
「
不
・
合
・
得
・
物
。
（
後
略
）

と
あ
る
。
京
に
上
る
人
問
が
三
河
・
尾
張
で
馬
を
人
に
預
け
る
場
合
、
往
路
に
財
物
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
帰
路
に
も
報
酬
を
要
求

さ
れ
た
り
、
中
に
は
預
っ
た
人
間
が
よ
く
世
話
を
せ
ず
に
馬
を
死
な
せ
た
り
、
良
馬
と
見
れ
ば
盗
ま
れ
た
と
詐
っ
て
馬
を
奪
っ
た
り
す
る

こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
．
そ
こ
で
制
を
立
て
て
、
馬
を
預
け
る
時
は
予
め
村
首
に
告
げ
て
報
酬
を
与
え
、
帰
路
に
は
再
び
報
酬
を
贈
る

必
要
の
な
い
こ
と
、
ま
た
預
り
主
が
馬
を
疲
損
し
た
場
合
に
は
報
酬
を
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
唐
律
に
目
を
向
け
る
と
、
唐
雑
律
受
寄
財
物
費
用
条
に

　
諸
受
寄
財
物
。
而
輯
費
用
者
．
坐
臓
論
減
一
等
。
詐
言
死
失
者
．
以
詐
欺
取
財
物
論
減
一
等
．

と
あ
り
、
受
寄
者
が
預
か
っ
た
財
物
を
費
用
し
た
り
、
詐
っ
て
死
・
失
を
申
し
立
て
た
場
合
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
条
の
疏
議

に
は

　
詐
言
死
失
者
。
謂
六
畜
財
物
之
類
。
私
費
用
而
詐
言
死
及
失
者
。

と
あ
っ
て
、
畜
類
の
受
寄
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
旧
俗
廃
止
令
に
み
え
る
詐
っ
て
預
か
っ
た
馬
の
楡
失
を
告
げ
る
行
為
は
ま
さ
に
同
条
の
対

象
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
．
し
か
る
に
同
詔
は
受
寄
者
が
受
寄
物
を
疲
損
し
た
場
合
、
報
酬
を
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
定
め
る
の
み
で

そ
れ
以
上
の
処
罰
に
つ
い
て
何
ら
触
れ
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
．
こ
の
制
を
立
て
る
に
際
し
て
立
法
者
の
念
頭
に
唐
律
を
範
と
す
る
意
図

が
無
か
っ
た
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
東
国
々
司
に
対
す
る
制
裁
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
問
題
点
は
よ
り
明
瞭

ユ45
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と
な
る
。
即
ち
、
東
国
々
司
詔
の
内
容
が
従
来
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
唐
律
の
影
響
に
よ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
化
二
年
三
月
中

に
出
さ
れ
た
関
連
す
る
二
つ
の
詔
に
お
い
て
、
一
方
は
ほ
ぼ
完
全
に
唐
律
を
継
受
し
、
他
方
は
唐
律
を
無
視
す
る
と
い
う
全
く
相
反
す
る

措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
不
可
解
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
詔
文
全
体
の
体
裁
に
つ
い
て
み
る
と
今
一
つ
気
に
な
る
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
化
二
年
三
月
甲
申
詔
の
前
半
、
い

わ
ゆ
る
薄
葬
令
の
末
尾
に
、

146

縦
有
遼
ド
詔
、
犯
，
所
〆
禁
者
、
必
罪
二
其
族
噸

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
薄
葬
令
に
違
反
せ
る
者
の
一
族
全
体
を
罰
す
る
意
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
族
訣
的
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
表
現
は

の
ち
の
天
武
・
持
統
朝
以
降
で
は
全
く
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
『
魏
書
』
東
夷
伝
倭
人
条
の

其
犯
ソ
法
軽
者
没
二
其
妻
子
門
重
者
滅
二
其
門
戸
及
宗
族
噸

と
い
う
表
現
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
想
像
す
る
に
大
化
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
、
成
文
法
典
た
る
唐
律
を
検
討
し
体
系
的
に
継
受
し
よ
う
と
す
る
意

図
は
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
前
述
の
如
く
中
国
歴
代
王
朝
の
刑
法
思
想
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
随

時
我
が
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
国
家
統
治
の
基
本
法
と
し
て
唐
律
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
く
作
業
は
未
だ
具
体
化
し
て
い

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
般
的
に
律
令
制
に
基
づ
く
中
央
集
権
国
家
建
設
の
動
き
が
本
格
化
す
る
の
は
天
智
朝
に
お
け
白
村
江
の
戦

い
以
後
と
考
え
ら
れ
る
が
、
唐
律
の
継
受
も
同
様
に
大
化
よ
り
あ
る
程
度
下
っ
た
時
期
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時

期
は
天
武
朝
以
降
と
み
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
相
に
つ
い
て
次
節
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。



（
1
）

（
2
）

井
上
光
貞
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
3
）
論
文
．

小
林
宏
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
。
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二
、
天
武
朝
初
年
に
お
け
る
唐
律
継
受

　
天
武
朝
に
お
い
て
律
令
制
の
導
入
が
本
格
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
年
二
月
甲
子
条
の

　
天
皇
々
后
、
共
居
手
大
極
殿
嚇
以
喚
親
王
諸
王
及
諸
臣
『
詔
之
日
、
朕
今
更
欲
下
定
二
律
令
一
改
中
法
式
卸
（
後
略
）

と
い
う
記
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
天
武
・
持
統
朝
に
お
け
る
浄
御
原
律
令
の
編
纂
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
近
江
令
と
の
関
係
や
浄
御

原
律
の
存
否
等
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
天
武
朝
に
お
い
て
中
国
律
令
を
範
と
し
た
体
系
的
法
典
の
編
纂
作
業
が
行
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぽ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　
唐
律
の
継
受
も
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
武
朝
初
年
の
時
期
に
関
し
て
い
え
ば
、
唐
律
と
固
有
法
の
折
衷
の
段
階
と

み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
天
武
紀
五
年
八
月
壬
子
条
に

　
詔
日
、
死
刑
・
没
官
・
三
流
、
並
降
二
等
舶
徒
罪
以
下
、
已
発
覚
、
未
発
覚
、
悉
赦
之
．
唯
既
配
流
、
不
レ
在
二
赦
例
噸

と
あ
り
、
赦
文
の
中
に
後
世
に
は
み
ら
れ
な
い
『
没
官
』
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
井
上
光
貞
氏
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
天
武
朝
初
年
に
は

死
・
流
・
徒
以
下
と
い
う
律
の
五
刑
が
諸
他
の
律
の
観
念
と
と
も
に
す
で
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
一
方
で
は
五
刑
に
該
当
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

『
没
官
』
な
る
刑
罰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
．
同
氏
に
よ
れ
ば
、
律
に
お
け
る
「
没
官
」
は
賊
盗
律
謀
反
条
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

か
ら
み
て
、
「
謀
反
」
と
「
大
逆
｝
、
即
ち
王
権
に
対
す
る
反
逆
罪
た
る
謀
反
の
場
合
に
の
み
正
刑
と
し
て
の
死
刑
の
附
加
刑
と
し
て
科
せ
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ら
れ
る
財
産
の
没
収
で
あ
り
、
一
定
範
囲
の
親
族
の
い
わ
ば
族
訣
的
な
縁
坐
と
並
ん
で
科
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
天
武
紀
の
『
没
官
』

は
王
権
に
対
す
る
重
大
犯
罪
者
に
対
し
て
財
産
の
没
収
を
行
な
う
と
い
う
固
有
法
の
中
で
発
達
し
て
ぎ
た
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

詔
が
唐
律
の
五
刑
を
す
で
に
全
面
的
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
死
と
流
と
の
間
に
『
没
官
』
を
う
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
固
有

法
の
伝
統
が
根
強
く
て
こ
れ
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
井
上
氏
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
近
年
異
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
養
老
賊
盗
律
謀
反
条
に

　
凡
謀
反
及
大
逆
者
皆
斬
。
父
子
。
若
家
人
資
財
田
宅
。
並
没
官
。
（
中
略
）
祖
孫
兄
弟
。
皆
配
遠
流
。
（
後
略
）

と
あ
り
、
条
文
を
子
細
に
眺
め
る
と
、
O
反
逆
者
は
皆
斬
、
⇔
反
逆
者
の
父
子
は
没
官
、
㊧
反
逆
者
の
祖
孫
兄
弟
は
遠
流
、
と
可
罰
者
の

身
分
に
応
じ
て
死
・
没
官
・
流
を
科
し
、
一
方
で
反
逆
者
と
そ
の
同
居
の
縁
坐
人
の
所
有
す
る
資
財
田
宅
を
没
官
す
る
と
い
う
処
罰
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
．
小
林
宏
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
処
断
は
元
来
反
逆
に
対
し
て
は
一
族
を
根
絶
し
に
す
る
族
訣

を
科
し
て
い
た
の
が
、
身
分
に
よ
っ
て
異
な
る
縁
坐
刑
を
科
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
人
身
に
対
す
る
刑
罰
に
他

な
ら
ず
、
井
上
氏
の
如
く
附
加
刑
と
し
て
の
「
財
産
の
没
収
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
五
刑
に
准
ず
る
正
刑
の
一
つ
と
み
な
す
べ

ぎ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
賊
盗
律
の
「
没
官
」
に
は
反
逆
者
の
父
子
に
対
す
る
主
刑
と
し
て
の
「
没
官
」
と
反
逆
者
及
び
同
居
共
財

の
縁
坐
人
の
田
宅
資
財
の
没
収
と
い
う
附
加
刑
と
し
て
の
「
没
官
」
の
二
種
が
あ
り
、
天
武
紀
五
年
条
の
「
没
官
」
は
「
死
」
「
流
」
と

共
に
正
刑
の
範
躊
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
断
獄
律
縁
坐
没
官
放
之
条
に

　
諸
縁
坐
応
没
官
而
放
之
。
及
非
応
没
官
而
没
之
者
．
各
以
流
罪
故
失
論
。

と
あ
っ
て
、
裁
判
官
が
縁
坐
で
没
官
す
べ
き
者
を
無
罪
と
し
た
場
合
、
ま
た
は
逆
に
没
官
す
べ
き
で
な
い
者
を
没
官
と
し
た
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
没
官
を
流
罪
に
比
し
て
裁
判
官
の
罪
を
論
じ
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
疏
議
に
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反
逆
縁
坐
流
三
千
里
。
没
官
罪
重
．
須
用
三
千
里
流
法
．
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と
み
え
、
反
逆
縁
坐
の
流
三
千
里
よ
り
も
反
逆
縁
坐
の
没
官
の
方
が
罪
が
重
い
故
に
没
官
は
流
三
千
里
に
比
す
る
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

小
林
氏
は
没
官
か
ら
一
等
を
減
ず
る
と
は
そ
れ
を
流
刑
に
比
定
し
て
流
刑
か
ら
一
等
を
減
じ
、
徒
三
年
を
科
す
る
意
で
あ
る
と
考
え
、
結

局
、
天
武
五
年
紀
に
み
え
る
「
没
官
」
は
井
上
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
な
固
有
法
の
伝
統
に
基
づ
く
財
産
刑
で
は
な
く
し
て
、
唐
律
の
刑
罰

体
系
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
刑
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
該
詔
文
に
つ
い
て
は
森
田
悌
氏
も
基
本
的
に
同
様
の
評
価
を
下
し
て
お
り
、
筆
者
も
両
氏
の
説
に
賛
同
し
た
い
。
井
上
氏
の
如
く
詔
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

中
の
「
没
官
」
の
み
が
固
有
法
に
基
づ
く
財
産
刑
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
同
詔
が
「
並
降
一
等
」
と
す
る
場
合
「
没
官
」
に
つ
い
て

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
処
断
が
行
な
わ
れ
る
の
か
不
明
と
な
る
か
ら
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
天
武
五
年
詔
が
唐
律
の
直
接
的
継
受
を
示
す
記
事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
天
武
朝
初
年
に
お
け
る
他
の
刑
罰
関
連
記
事

に
つ
い
て
も
従
来
と
は
異
な
る
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
天
武
四
年
の
漁
猟
に
関
す
る
禁
制
は
、
唐
律
と
日
本
固
有
の
刑
法
思
想
の
折
衷
段
階
を
示
す
史
料
と
し
て
先
学
の
挙
げ
る
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。
即
ち
、
天
武
紀
四
年
四
月
庚
寅
条
に

詔
二
諸
國
一
日
、
自
伊
今
以
後
、
制
一
諸
漁
猟
者
「
莫
下
造
一
一
濫
穽
『
及
施
中
機
槍
等
之
類
卸
亦
四
月
朔
以
後
、

且
莫
・
食
二
牛
馬
犬
援
鶏
之
宍
噸
以
外
不
・
在
二
禁
例
輔
若
有
・
犯
者
罪
之
．

と
み
え
る
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
詔
文
の
前
半
に
つ
い
て
は
唐
雑
律
施
機
槍
作
坑
穽
条
の

諸
施
機
槍
．
作
坑
穽
者
．
杖
一
百
。

九
月
升
日
以
前
、
莫
レ
置
二
比
弥
沙
伎
理
・
梁
噸
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を
範
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
後
半
の
「
亦
四
月
」
以
下
は
日
本
の
固
有
刑
法
思
想
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．

　
　
　
（
5
）

石
尾
芳
久
氏
に
よ
れ
ば
右
の
一
文
は
後
の
大
宝
・
養
老
職
制
律
在
散
斎
弔
喪
条
の

　
凡
大
祀
。
在
二
散
斎
一
而
弔
レ
喪
問
ソ
疾
．
判
二
署
刑
殺
文
書
噸
及
決
罰
。
食
レ
宍
者
．
答
五
十
。
奏
聞
者
。
杖
七
十
。
致
斎
者
。
各
加
一
三
等
噛

と
い
う
条
文
の
原
型
に
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
が
、
同
条
の
母
法
で
あ
る
唐
職
制
律
同
条
に
は

　
諸
大
祀
。
在
散
斎
而
弔
喪
．
問
疾
。
判
署
刑
殺
文
書
。
及
決
罰
者
。
答
五
十
。
奏
聞
者
。
杖
六
十
。
致
斎
者
。
各
加
一
等
。

と
あ
っ
て
「
食
レ
宍
」
を
欠
如
し
て
お
り
、
且
つ
、
量
刑
を
比
較
す
る
と
日
本
律
が
唐
律
よ
り
も
重
い
が
、
こ
れ
は
一
般
に
日
本
律
の
量
刑

は
唐
律
よ
り
も
軽
い
と
い
う
原
則
を
破
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
違
反
を
重
視
す
る
固
有
刑
法
思
想
の
存
在
が
窺
え
る
と
さ
れ
る
。

　
日
唐
律
条
文
の
相
異
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
日
本
律
編
纂
者
の
明
確
な
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
石
尾
氏
の
説
か
れ
る
通
り
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
の
固
有
刑
法
思
想
の
表
わ
れ
と
限
定
す
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
唐
職
制

律
本
文
に
は
肉
食
の
禁
止
に
関
す
る
語
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
唐
の
刑
法
思
想
に
斎
日
そ
の
他
に
お
け
る
肉
食
の
禁

止
が
存
在
せ
ず
．
日
本
固
有
の
刑
法
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
あ
る
ま
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
か
つ
て
利
光
三
津
夫
氏
は
天
武
四
年
詔
に
関
し
て
唐
に
お
け
る
屠
釣
の
禁
の
影
響
を
考
え
ら
れ
た
が
、
改
め
て
唐
制
を
参
看
す
る
と
そ

の
感
は
益
々
深
め
ら
れ
る
。
『
唐
会
要
』
巻
四
十
一
断
屠
釣
に
み
え
る
武
徳
二
年
正
月
二
十
四
日
詔
に

　
自
今
以
後
。
毎
年
正
月
九
日
及
毎
月
十
斎
日
。
並
不
得
行
刑
所
在
公
私
．
宜
断
屠
釣
。

と
あ
り
、
斎
日
に
お
け
る
行
刑
と
屠
釣
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
唐
に
お
い
て
は
、
律
本
条
に
は
屠
殺
の
禁
止
規
定
が
み
え

な
く
と
も
格
に
よ
っ
て
禁
断
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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ま
た
天
武
四
年
詔
に
再
度
目
を
向
け
る
と
、
同
詔
後
段
で
は
梁
”
や
な
を
仕
掛
け
て
魚
を
獲
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
も
唐
制
に
類
似
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
．
時
代
は
下
る
が
、
『
唐
会
要
』
巻
四
十
一
断
屠
釣
に
載
せ
る
開
元
十
八
年

三
月
二
十
八
日
勅
に

諸
州
有
広
造
塞
濾
取
魚
並
宜
禁
断
。

と
み
え
る
。
勅
文
に
い
う
「
塞
」

は
『
集
韻
』
に

塞
、
一
日
、
編
二
竹
木
一
断
レ
水
取
ダ
魚
也
．

日本律成立過程における継受法と固有法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
あ
っ
て
「
や
な
」
を
指
し
、
「
濾
」
も
「
篇
」
に
通
じ
て
同
じ
く
魚
を
取
る
竹
あ
み
で
あ
る
。
右
の
勅
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
唐
の

古
法
に
お
い
て
も
器
具
を
用
い
て
大
量
に
魚
を
取
る
こ
と
を
忌
む
考
え
が
刑
法
思
想
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
天

武
四
年
詔
の
後
段
が
中
国
刑
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。

　
右
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
天
武
四
年
詔
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
前
半
を
唐
律
の
継
受
、
後
半
を
固
有
刑
法
思
想

の
産
物
と
戯
然
と
分
か
つ
こ
と
は
や
や
厳
格
に
す
ぎ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
抑
も
我
が
国
に
お
け
る
中
国
律
継
受
の
過
程

を
辿
る
に
あ
た
っ
て
、
唐
律
本
文
の
み
を
基
準
と
し
て
比
較
を
行
な
い
、
唐
律
に
範
を
求
め
う
る
も
の
を
継
受
法
と
し
、
そ
れ
以
外
の
も

の
を
固
有
法
と
判
断
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
方
法
論
と
し
て
そ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
石

尾
氏
の
場
合
も
唐
律
に
お
け
る
対
応
条
文
の
有
無
の
み
か
ら
固
有
法
の
問
題
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
、
唐
律

と
の
比
較
に
比
重
を
か
け
す
ぎ
る
と
唐
律
以
前
の
中
国
の
伝
統
的
な
刑
法
思
想
が
日
本
律
の
形
成
過
程
に
影
響
を
与
え
て
い
く
契
機
を
見

逃
す
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
日
本
に
お
け
る
刑
罰
記
事
を
検
討
す
る
場
合
、
唐
律
本
文
に
対
応
す
る
規
定
が
み
ら
れ
な
い
と
し
て

も
唐
格
に
類
似
の
規
定
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
し
、
さ
ら
に
は
、
成
文
法
典
に
規
定
が
な
い
場
合
で
も
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
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け
る
法
慣
習
が
の
ち
の
日
本
の
制
度
と
類
似
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
応
、
法
の
継
受
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
武
四
年
紀
に
は
漁
猟
の
禁
制
に
関
す
る
詔
の
ほ
か
に
、
一
歩
進
ん
で
唐
律
の
直
接
的
継
受
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
記
事

が
存
在
す
る
。
天
武
紀
四
年
四
月
丁
亥
条
に

　
小
錦
下
久
努
臣
摩
呂
、
坐
・
対
一
卑
詔
使
『
官
位
尽
追
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
み
え
る
。
同
史
料
に
つ
い
て
は
実
際
の
律
の
適
用
記
事
と
は
み
な
し
が
た
い
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
同
四
月
辛
巳
条
の

　
勅
．
小
錦
上
当
摩
公
広
麻
呂
・
小
錦
下
久
努
臣
麻
呂
二
人
，
勿
レ
使
二
朝
参
刈

と
い
う
記
事
と
関
連
さ
せ
て
考
え
れ
ば
律
適
用
の
史
料
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
両
詔
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
久
努

臣
摩
呂
は
九
日
（
辛
巳
）
の
朝
参
を
止
め
た
勅
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
十
四
日
（
丁
亥
）
に
詔
使
対
桿
と
し
て
処
断
を
受
け
た
と
す
る
見
方
も

　
　
　
（
9
）

で
き
よ
う
が
、
む
し
ろ
詔
使
対
桿
の
罪
に
問
わ
れ
た
が
故
に
朝
参
を
禁
じ
ら
れ
た
と
考
え
た
い
．
詔
使
対
桿
は
名
例
律
八
虐
の
一
つ
大
不

敬
に
相
当
し
、
職
制
律
指
斥
乗
輿
条
の

　
（
前
略
）
対
二
桿
詔
使
輔
而
無
一
入
臣
之
礼
一
者
絞
。

と
い
う
規
定
に
よ
り
死
刑
を
科
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
名
例
律
除
名
条
の

　
凡
犯
二
八
虐
．
故
殺
人
．
反
逆
縁
坐
叫
獄
成
者
。
難
膨
会
F
赦
．
猶
除
名
．

に
よ
り
赦
に
会
う
と
い
え
ど
も
な
お
除
名
と
さ
れ
官
位
勲
位
を
悉
く
剥
奪
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
獄
令
除
免
官
当
条
に
は
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凡
犯
レ
罪
応
二
除
免
官
当
一
者
。
不
レ
得
一
楚
レ
事
及
朝
会
叫
其
被
二
勅
推
蝿
難
レ
非
二
官
当
除
名
司
徒
以
上
不
レ
得
伊
入
ダ
内
．
（
後
略
）

と
あ
り
、
犯
罪
に
よ
り
除
名
・
免
官
・
免
所
居
官
及
び
官
当
に
処
す
べ
き
者
は
執
務
・
朝
会
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
勅
旨
に
よ
り
徒

以
上
に
断
ぜ
ら
れ
た
者
は
除
名
官
当
に
非
ず
と
い
え
ど
も
参
内
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
．
四
月
辛
巳
条
に
お
い
て
久
努
麻
呂
が

朝
参
の
停
止
を
命
じ
ら
れ
た
の
も
八
虐
大
不
敬
詔
使
対
桿
の
罪
に
推
断
さ
れ
、
右
の
獄
令
除
免
官
当
条
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
結
果
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
敢
え
て
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、
久
努
麻
呂
ら
の
処
罰
の
背
景
と
し
て
こ
の
時
期
朝
廷
に
何
ら
か
の
政
治
的
動
揺
の
存
在
し
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
武
紀
同
年
二
月
癸
巳
条
に

　
詔
日
、
群
臣
百
寮
及
天
下
人
民
、
莫
レ
作
二
諸
悪
噸
若
有
レ
犯
者
、
随
レ
事
罪
之
．

と
あ
り
、
事
件
の
ニ
カ
月
前
に
臣
僚
に
対
し
て
戒
筋
を
加
え
る
詔
が
出
さ
れ
て
お
り
、
朝
廷
の
中
に
処
罰
者
の
出
現
を
予
想
さ
せ
る
状
況

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
じ
く
四
月
辛
卯
に
は
三
位
麻
績
王
が
罪
を
得
て
因
幡
に
流
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
右
の
詔
に

関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
久
努
麻
呂
ら
の
処
罰
と
並
ぶ
一
連
の
処
分
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
．
政
治
的
動
揺
の
原
因
に
つ
い
て
は

知
る
す
べ
が
な
い
が
、
直
前
の
二
月
己
丑
条
に

　
詔
日
、
甲
子
年
諸
氏
被
ド
給
部
曲
者
、
自
“
今
以
後
、
皆
除
之
。
又
親
王
諸
王
及
諸
臣
．
井
諸
寺
等
所
レ
賜
、
山
澤
嶋
浦
、
林
野
破
池
、
前
後
並
除
焉
。

と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
部
曲
廃
止
の
詔
が
出
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
諸
王
諸
臣
及
び
諸
寺
の
も
つ
山
沢
等
の
占
有
を
禁
じ
る
な
ど
朝
廷
豪
族
の
既

得
権
に
大
幅
な
変
更
の
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
．

　
い
ず
れ
に
し
て
も
久
努
麻
呂
に
対
す
る
処
罰
が
名
例
律
及
び
獄
令
の
規
定
を
念
頭
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
頃
す
で
に
律
令
中
の
複
数
の
篇
目
を
連
関
さ
せ
て
運
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
か
ら
も
天
武
朝
初
年
に
唐
律
の
継
受
が
直
接
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的
体
系
的
な
摂
取
の
段
階
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
1
）
　
井
上
光
貞
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
3
）
論
文
．
ま
た
、
石
尾
芳
久
氏
も
「
井
上
光
貞
氏
『
晴
書
倭
国
伝
と
古
代
刑
罰
』
に
つ
い
て
」
（
同
氏
『
古

　
　
代
の
法
と
大
王
と
神
話
』
木
鐸
社
、
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
正
刑
た
る
没
官
を
想
定
さ
れ
た
．

　
（
2
）
　
唐
賊
盗
律
謀
反
条
に

　
　
　
　
諸
謀
反
及
大
逆
老
皆
斬
。
父
子
年
十
六
以
上
皆
絞
．
十
五
以
下
及
母
女
妻
妾
（
本
注
略
）
祖
孫
兄
弟
姉
妹
．
若
部
曲
資
財
田
宅
。
並
没
官
。

　
　
　
　
（
中
略
）
伯
叔
父
兄
弟
之
子
．
皆
流
三
千
里
。

　
　
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
斬
、
絞
、
没
官
、
流
三
千
里
と
す
る
が
、
基
本
構
造
は
養
老
律
と
変
わ
ら
な
い
。

（
3
）

（
4
）店

、

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

持
統
朝
に
お
い
て
も
天
武
朝
以
来
の
事
業
を
引
ぎ
継
ぎ
唐
律
の
継
受
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が

し
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
間
題
は
浄
御
原
律
の
編
纂
で
あ
る
。

　
浄
御
原
律
に
つ
い
て
は
持
統
紀
六
年
七
月
乙
未
条
の

小
林
宏
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
．

森
田
悌
「
日
本
古
代
の
刑
罰
」
（
『
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
八
号
、
一
九
八
○
年
．
の
ち
同
氏
『
日
本
古
代
の
政
治
と
地
方
』
高
科
書

一
九
八
八
年
所
収
）
。

石
尾
芳
久
『
日
本
古
代
法
の
研
究
』
第
三
章
「
律
令
の
編
纂
」
（
法
律
文
化
社
、
一
九
五
九
年
）
。

利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
第
四
部
第
一
章
「
最
近
に
お
け
る
律
研
究
の
動
向
」
（
明
治
書
院
．
一
九
六
一
年
）
。

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
八
ー
二
六
四
三
〇
、
同
二
六
六
二
。

小
林
宏
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
．

『
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
下
』
天
武
四
年
四
月
丁
亥
条
頭
注
。

　
　
　
　
三
、
持
統
朝
に
お
け
る
唐
律
継
受
と
日
本
律
の
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
こ
の
時
期
に
関
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大
二
赦
天
下
司
但
十
悪
・
盗
賊
、
不
レ
在
二
赦
例
叫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
す
る
記
事
か
ら
律
の
十
悪
の
適
用
を
認
め
、

但
臓
者
依
F
律
徴
納
。

或
い
は
持
統
紀
七
年
四
月
辛
巳
条
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
い
う
一
句
の
み
え
る
こ
と
か
ら
浄
御
原
律
の
編
纂
施
行
を
認
め
る
の
が
戦
前
以
来
の
通
説
で
あ
っ
た
。

刑
部
式
に

其
大
宝
二
年
制
律
以
後
云
々

し
か
し
、

　
　
（
3
）

青
木
和
夫
氏
が
弘
仁

と
み
え
る
こ
と
を
も
と
に
浄
御
原
律
の
存
在
を
否
定
し
て
か
ら
見
直
し
が
進
み
、
近
時
で
は
浄
御
原
律
不
存
在
・
唐
律
代
用
説
が
有
力
と

　
　
　
　
（
4
）
　
　
（
5
）

な
り
つ
つ
あ
る
．
別
稿
で
指
摘
し
た
如
く
．
最
近
の
学
説
の
出
発
点
と
な
っ
た
青
木
氏
の
見
解
に
は
猶
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
積
極
的
に
浄
御
原
律
の
編
纂
完
成
・
施
行
を
証
明
す
る
こ
と
も
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
．

　
し
か
し
な
が
ら
唐
律
代
用
説
も
ま
た
、
未
だ
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
．
唐
律
代
用
説
を
最
初
に
主
張
し
た
石
尾

（
6
）

芳
久
氏
は
「
『
浄
御
原
律
』
の
編
纂
を
否
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
固
有
刑
法
の
輩
固
な
伝
統
が
存
在
し
た
」
が
故
に
「
唐
律
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ま
ま
適
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
利
光
三
津
夫
氏
は
大
宝

律
に
至
っ
て
初
め
て
律
が
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
に
至
る
問
に
固
有
法
の
抵
抗
が
弱
ま
り
、
外
国
法
と
の
調
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
可
能
に
な
っ
た
事
情
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
林
紀
昭
氏
も
、
浄
御
原
律
の
編
纂
を
否
認
す
る
程
の
固
有
法
の
抵
抗
が
存
在

し
た
と
す
る
場
合
、
よ
り
我
が
国
の
固
有
刑
法
と
は
隔
絶
し
た
唐
律
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
何
故
可
能
で
あ
っ
た
の
か
の
説
明
を

要
す
る
と
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
こ
と
か
ら
．
近
時
で
は
唐
律
を
そ
の
ま
ま
代
用
し
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
持
統
朝
に
お
い
て
は
固
有
法
と
唐
律
の
折
衷
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

行
な
い
な
が
ら
唐
律
を
範
と
す
る
日
本
律
の
編
纂
を
試
み
て
い
た
と
み
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
浄
御
原
律
の
編
纂
に
つ
い
て
全
面
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
諸
先
学
が
一
様
に
論
点
の
史
料
と

し
て
用
い
て
い
る
持
統
紀
七
年
四
月
辛
巳
条
の
解
釈
に
つ
い
て
独
自
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
持
統
紀
当
該
条
に

納治詔
o　 、　 、

内
蔵
寮
允
大
伴
男
人
坐
レ
臓
。
降
二
位
二
階
『
解
二
見
任
官
鴨
典
鋪
置
始
多
久
與
二
菟
野
大
伴
噛
亦
坐
P
臓
。
降
二
位
一
階
『
解
二
見
任
官
舶
監
物
巨
勢
邑

畢
一
物
不
，
入
二
於
己
q
知
レ
情
令
レ
盗
之
。
故
降
二
位
二
階
噛
解
二
見
任
官
輔
然
置
始
多
久
、
有
レ
勤
二
労
於
壬
申
年
役
之
雨
故
赦
之
。
但
臓
者
依
レ
律
徴

156

と
み
え
る
。
前
述
の
如
く
、
坂
本
太
郎
氏
は
右
の
詔
文
に
「
依
レ
律
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
御
原
律
施
行
の
根
拠
と
さ
れ
た
が
、
青

（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

木
和
夫
氏
は
詔
文
中
の
「
律
」
は
広
義
の
法
規
の
意
で
あ
っ
て
狭
義
の
律
法
典
の
施
行
記
事
と
は
み
な
し
え
な
い
と
し
、
石
尾
芳
久
氏
も

律
の
体
系
が
未
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
唐
律
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
律
の
行
用
と
い
う
視
点
か
ら
詔
文
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
林
紀
昭
氏
は
該
事
件
を
窃
盗
事
件
と
考
え
、
赦
に
会
っ

た
置
始
多
久
が
正
臓
の
み
の
徴
収
で
許
さ
れ
た
の
は
、
名
例
律
以
臓
入
罪
条
の
「
会
赦
及
降
者
。
盗
詐
柾
法
。
猶
徴
正
臓
。
」
に
よ
る
も
の

で
、
「
従
っ
て
持
統
紀
七
年
の
『
律
』
と
は
赦
に
会
っ
た
場
合
、
名
例
律
以
臓
入
罪
条
疏
『
盗
者
免
倍
臓
』
の
規
定
に
よ
っ
て
正
臓
を
徴

納
す
る
こ
と
を
命
じ
た
部
分
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
窃
盗
で
賊
盗
律
に
基
づ
ぎ
罰
せ
ら
れ
る
官
人
達
は
．
名
例
律
官
当
条
に
依

拠
し
て
位
階
を
以
て
徒
に
あ
て
る
と
共
に
、
名
例
律
免
官
条
で
見
任
を
解
か
れ
た
」
と
い
う
解
釈
を
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
林
氏
は

「
一
部
不
可
解
な
点
も
残
る
こ
と
は
残
る
が
、
こ
の
律
は
狭
義
の
編
纂
法
典
の
律
で
あ
り
、
広
義
の
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
さ
れ
た

が
、
進
ん
で
浄
御
原
律
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
唐
律
代
用
説
と
の
折
衷
を
図
っ
て
、
天
武
持
統
朝
に
「
律
」
制
定
の

意
欲
が
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
の
結
論
に
導
か
れ
た
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爲
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
事
件
は
林
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
単
純
窃
盗
で
は
な
く
、
夙
に
利
光
三
津
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
監
臨
主
守
盗

て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
林
氏
は
異
な
る
二
司
の
官
人
が
関
与
し
て
い
る
が
故
に
監
臨
主
守
盗
に
は
非
ず
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
監
物
、

内
蔵
寮
允
．
典
鍮
は
本
来
中
務
省
の
官
人
と
し
て
蔵
物
の
保
守
出
納
に
あ
た
る
監
臨
主
守
の
官
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
天
皇
供
御
物
の

出
納
を
掌
る
内
蔵
寮
允
は
も
ち
ろ
ん
、
監
物
式
に
よ
れ
ば
大
蔵
省
の
正
倉
の
出
納
に
際
し
て
は
典
鍮
に
鍮
を
持
た
せ
た
監
物
が
関
与
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
該
事
件
を
監
臨
主
守
盗
と
す
る
と
、
犯
人
た
る
官
人
に
対
し
て
は
名
例
律
除
名
条
に

（
前
略
）
即
監
臨
主
守
。
於
レ
所
二
監
守
噸
犯
二
妊
。
盗
。
略
ダ
人
。
若
受
F
財
而
柾
ワ
法
者
。
亦
除
名
。
（
後
略
）
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と
あ
る
に
よ
っ
て
除
名
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
が
、
該
詔
に
は
「
降
二
位
二
階
嚇
解
二
見
任
官
こ
と
す
る
の
み
で
一
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
（
15
）

な
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
関
し
て
の
説
明
が
必
要
と
な
る
が
、
近
時
、
小
林
宏
、
森
田
悌
の
両
氏
は
該
事
件
を
監
臨
主
守
盗
と
み
た
上
で
、

持
統
紀
七
年
の
詔
に
み
え
る
「
降
位
二
階
」
「
「
降
位
一
階
」
は
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
と
い
う
律
の
附
加
刑
、
換
刑
の
如
き
科
刑
方

法
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
位
階
を
一
な
い
し
二
階
降
し
て
見
任
の
官
を
解
く
と
い
う
史
料
に
表
わ
れ
た
文
字
通
り
の
形
で
行
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
。
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
大
伴
男
人
以
下
の
罪
は
律
法
典
の
適
用
に
よ
ら
な
い
伝
統
的
な
科

刑
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
、
同
詔
文
に
見
え
る
科
刑
は
「
但
臓
者
依
律
徴
納
」
の
部
分
は
名
例
律
以
臓
入
罪
条
に
よ
っ
て
、

「
降
位
二
（
一
）
階
」
は
我
が
国
の
固
有
法
に
よ
っ
て
夫
々
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
該
史
料
に
唐
律
と
固
有
法
の
併
行
を
示
す
過
渡
的

形
態
の
史
料
と
し
て
評
価
し
う
る
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
前
節
に
述
べ
た
如
く
、
天
武
朝
に
お
い
て
す
で
に
固
有
法
か
ら
中
国
律
へ
の
移
行
が
か
な
り
の
程
度
進
行
し
て
い
た
と
み
る

筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
時
代
の
下
っ
た
持
統
朝
に
お
い
て
同
一
事
件
の
処
断
に
つ
い
て
唐
律
と
固
有
法
が
併
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

に
は
や
や
不
自
然
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
該
事
件
は
監
臨
主
守
盗
事
件
と
解
し
た
上
で
、
尚
且
律
の
体
系
に
沿
っ
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て
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
律
に
お
い
て
は
名
例
律
除
名
条
に

監
臨
主
守
盗
に
関
す
る
規
定
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賊
盗
律
に
は
唐
賊
盗
律
監
臨
主
守
自
盗
条
の

　
諸
監
臨
主
守
自
盗
。
及
盗
所
監
臨
財
物
者
。
加
凡
盗
二
等
。
三
十
疋
絞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
相
当
す
る
条
文
が
存
在
せ
ず
、
故
意
に
削
除
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
本
律
の
体
系
に
則
っ
て
監
臨
主
守
盗
事
件
の
処
断
を

行
な
う
と
す
れ
ば
、
正
刑
と
し
て
は
賊
盗
律
窃
盗
条
に
ょ
り
凡
盗
と
し
て
所
定
の
刑
を
科
す
と
共
に
、
附
加
刑
と
し
て
名
例
律
除
名
条
に

よ
り
除
名
を
科
す
と
い
う
の
が
律
条
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
延
暦
以
降
の
史
料
で
は
監
臨
主
守
盗
事
件
の
犯
人
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

る
官
人
に
除
名
を
科
し
た
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
監
臨
主
守
盗
事
件
に
関
し
て
、
附
加
刑
に
つ
い
て
も
除
名
と
い
う

厳
罰
を
避
け
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
史
料
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
四
月
庚
寅
条
に
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詔
日
、
周
防
国
前
守
従
五
位
上
山
田
史
御
方
．
監
臨
犯
ダ
盗
。
理
合
二
除
免
噸
先
経
二
恩
降
叩
赦
レ
罪
已
詑
。
然
依
レ
法
備
レ
臓
。
家
無
二
尺
布
鴫
朕
念
。
御
方

負
二
笈
遠
方
噸
遊
二
学
蕃
国
噸
帰
朝
之
後
。
伝
二
授
生
徒
噸
而
文
舘
学
士
。
頗
解
二
属
文
『
誠
以
不
レ
衿
二
若
人
噸
蓋
堕
二
斯
道
一
欺
。
宜
下
特
加
二
恩
寵
一
勿
ウ
使

レ
徴
レ
臓
焉
。

と
あ
り
、
監
臨
盗
を
犯
し
た
山
田
史
御
方
に
対
し
て
除
名
を
科
す
べ
き
と
こ
ろ
、
特
に
罪
を
赦
し
臓
の
徴
収
も
免
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

山
田
史
御
方
は
養
老
五
年
正
月
詔
に
よ
っ
て
退
朝
の
後
東
宮
に
侍
せ
し
め
ら
れ
た
程
の
人
物
で
、
文
章
の
道
に
優
れ
た
る
を
以
て
特
に
恩

寵
を
蒙
り
罪
を
赦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
直
ち
に
監
臨
主
守
盗
事
件
の
処
断
法
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
適

切
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
注
目
す
べ
ぎ
は
同
じ
く
養
老
四
年
に
み
え
る
別
件
の
監
臨
主
守
盗
事
件
の
場
合
で
あ
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
六
月
己
酉
条
に
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漆
部
司
令
史
従
八
位
上
丈
部
路
忌
寸
石
勝
。
直
丁
秦
犬
麻
呂
坐
財
盗
二
司
漆
舶
並
断
流
罪
『
於
レ
是
石
勝
男
祖
父
麻
呂
年
十
二
．
安
頭
麻
呂
年
九
。
乙
麻

　
呂
年
七
．
回
言
日
。
父
石
勝
為
P
養
二
己
等
叩
盗
コ
用
司
漆
噛
縁
二
其
所
犯
叫
配
二
役
遠
方
噸
祖
父
麻
呂
等
為
レ
騨
交
情
一
冒
レ
死
上
陳
。
請
兄
弟
三
人
没
為
二

　
官
奴
喝
蹟
鴫
交
重
罪
叩
詔
日
．
人
票
二
五
常
噌
仁
義
斯
重
。
士
有
二
百
行
噸
孝
敬
為
レ
先
．
今
祖
父
麻
呂
等
．
没
レ
身
為
ゲ
奴
。
蹟
二
父
犯
罪
鴫
欲
レ
存
二
骨
肉
司

　
理
在
二
衿
慰
『
宜
下
依
F
所
レ
請
為
二
官
奴
噸
即
免
中
父
石
勝
罪
卸
但
犬
麻
呂
依
荊
部
断
叫
発
二
遣
配
処
つ

と
あ
り
、
漆
部
司
の
漆
を
窃
取
し
た
同
司
の
官
人
丈
部
石
勝
と
秦
犬
麻
呂
を
処
罰
す
べ
き
処
、
石
勝
の
子
ら
の
願
い
に
よ
っ
て
特
に
詔
を

降
し
彼
ら
の
身
を
没
官
し
て
父
石
勝
の
罪
を
聴
は
し
め
、
犬
麻
呂
に
の
み
実
刑
を
科
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
除
名
」
に
つ

い
て
何
ら
記
載
が
な
く
、
ま
た
処
断
刑
が
「
流
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
引
く
。
詔
文
中
に
「
配
役
遠
方
」
と
あ
る
か
ら
流
刑
の

う
ち
で
も
特
に
加
役
流
を
科
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
処
断
は
養
老
賊
盗
律
窃
盗
条
が

　
凡
窃
盗
不
得
財
。
答
五
十
。
一
尺
杖
六
十
。
一
端
加
一
等
。
五
端
徒
一
年
。
五
端
加
一
等
。
五
十
端
加
役
流
。

と
、
凡
盗
の
最
高
刑
を
加
役
流
と
す
る
こ
と
と
奇
し
く
も
符
合
す
る
。
一
方
、
唐
賊
盗
律
監
臨
主
守
自
盗
条
に
よ
れ
ば
、

　
諸
監
臨
主
守
自
盗
。
及
盗
所
監
臨
財
物
者
．
（
本
注
略
V
加
凡
盗
二
等
。
三
十
疋
絞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
あ
り
、
最
高
刑
は
死
刑
で
あ
る
か
ら
、
当
該
事
件
の
場
合
．
石
勝
ら
は
単
純
窃
盗
と
し
て
処
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
、

文
中
に
除
名
の
処
分
に
関
す
る
記
述
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
附
加
刑
に
つ
い
て
も
別
個
に
名
例
律
除
名
条
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
、

正
刑
・
附
加
刑
の
双
方
に
わ
た
っ
て
単
純
窃
盗
の
扱
い
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
詔
文
の
末
尾
に
「
依
刑
部
断
」
と
あ
る
か
ら
、
そ

の
処
断
は
刑
部
省
段
階
で
の
通
常
裁
判
手
続
の
結
果
で
あ
っ
て
、
特
に
除
名
を
免
ず
る
等
の
勅
断
を
経
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
、
監
臨
主
守
盗
事
件
に
つ
い
て
除
名
の
附
加
も
免
じ
る
と
い
う
処
断
法
が
司
法
官
の
一
般
認
識
に
近
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た

こ
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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日
本
賊
盗
律
が
監
臨
主
守
自
盗
条
を
お
か
な
か
っ
た
こ
と
は
我
が
国
に
お
け
る
豪
族
官
僚
の
勢
力
が
強
大
で
官
人
に
対
し
て
重
罰
を
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
由
来
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
名
例
律
除
名
条
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
も
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
抑
も
、
律
本
文
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
官
人
の
監
臨
主
守
盗
に
対
し
て
は
賊
盗
律
窃
盗
条
に
よ
る
凡
盗
の
科
刑

と
名
例
律
に
よ
る
除
名
を
科
す
こ
と
に
な
る
が
、
現
実
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
一
般
に
犯
人
が
官
人
（
有
位
者
）
で
あ
る
場
合
、
主
刑

に
関
し
て
は
名
例
律
官
当
条
に
よ
り
実
刑
に
代
え
て
位
階
を
以
て
当
て
る
か
ら
、
仮
に
凡
盗
と
し
て
刑
の
減
軽
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
附

加
刑
と
し
て
除
名
が
科
せ
ら
れ
官
位
勲
位
の
全
て
を
剥
奪
す
る
な
ら
ぽ
．
そ
れ
ほ
ど
の
恩
典
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
賊
盗
律
に
お
い
て
監
臨
主
守
自
盗
条
を
削
除
し
た
精
神
を
敷
術
し
て
、
除
名
に
つ
い
て
も
そ
の
適
用
を
避
け
る
処
断
法
が
採
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
漆
部
司
官
人
ら
の
監
臨
主
守
盗
事
件
に
つ
い
て
は
特
に
凡
盗
の
正
刑
の
み
を
科
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
官
人
が
本
来

の
単
純
窃
盗
を
犯
し
た
場
合
に
は
名
例
律
が
明
文
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
え
な
い
．
名
例
律
免
官
条
に
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凡
犯
軒
．
（
本
注
略
）
盗
略
人
．
受
財
而
不
柾
法
．
若
犯
流
徒
。
獄
成
逃
走
．
祖
父
々
母
々
犯
死
罪
。
被
因
禁
而
作
楽
。
及
婚
婆
者
。
免
官
。

と
あ
り
、
ま
た
同
条
の
疏
文
は

鉦
盗
略
人
。
並
謂
監
臨
外
犯
罪
。

と
し
て
、
官
人
が
監
臨
外
、
即
ち
単
純
窃
盗
を
犯
し
た
場
合
に
は
免
官
を
科
す
べ
ぎ
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
推
測
の
域

に
入
る
が
、
監
臨
主
守
盗
事
件
の
処
断
に
際
し
て
は
、
附
加
刑
と
し
て
名
例
律
除
名
条
を
厳
格
に
適
用
す
る
場
合
と
、
情
状
に
よ
っ
て
は

正
刑
に
お
け
る
扱
い
と
同
様
単
純
窃
盗
と
み
な
し
て
免
官
を
科
す
る
場
合
と
の
両
様
が
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
の
山
田
史
御
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

対
す
る
処
断
を
示
す
詔
文
中
に
「
監
臨
犯
盗
、
理
合
除
免
」
と
あ
り
、
「
除
名
」
に
限
定
せ
ず
「
除
免
」
と
い
う
除
名
・
免
官
・
免
所
居
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官
を
含
む
広
義
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
も
、
必
ず
し
も
誤
記
・
誤
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
間
の
機
微
を
物
語
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
仮
に
右
の
様
な
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
遡
っ
て
持
統
七
年
の
事
件
の
場
合
に
も
、
既
に
唐
律
に
お
け
る
監
臨
主
守
盗
の

知
識
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
勅
断
に
よ
っ
て
単
純
窃
盗
と
同
様
の
扱
い
を
な
し
、
附
加
刑
と
し
て
免
官
を
科
す
に
止
め
た
こ
と
も

十
分
に
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
詔
文
に
み
え
る
「
降
位
二
（
一
）
階
．
解
見
任
官
」
は
官
人
の
単

純
窃
盗
事
件
と
し
て
名
例
律
官
当
条
及
び
名
例
律
免
官
条
を
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
こ
れ
は
推
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
従
来
の
説
の
如
く
持
統
七
年
詔
の
「
降
位
二
（
一
）
階
」
が
唐
律
に
合
わ
ざ
る
を
も
っ
て
固
有
法

の
伝
統
に
基
づ
く
処
断
と
み
る
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
な
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
同
様
に
律
の
体
系
の
範
囲
内
で
我
が
国
の
お
か
れ

た
状
況
に
即
し
た
処
断
を
行
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も
ま
た
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
唐
律
と
は
異
な
る
特
別
の
処
断
が
行
な
わ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
一
足
飛
び
に
固
有
法
に
よ
る
科
刑
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
律
の
体
系
の
枠
内
で
臨
時
の
処
分
が
行
な
わ
れ
た

可
能
性
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
．

　
以
上
、
持
統
七
年
詔
の
解
釈
を
巡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
憶
説
を
連
ね
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
天
武
朝
以
降
本
格
化
し
た
唐
律

継
受
の
作
業
は
持
統
朝
に
入
っ
て
も
着
実
に
進
展
し
、
唐
律
を
体
系
的
に
理
解
し
た
上
で
独
自
の
日
本
律
の
編
纂
を
指
向
す
る
段
階
に
達

L
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
大
化
前
代
か
ら
の
固
有
法
の
伝
統
は
残
存
し
て
い
る
に
し
て
も
そ
の
行
用
の
範
囲
は
著
し
く
狭
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
の
が
当
該
期
の
実
態
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
尚
、
浄
御
原
律
の
編
纂
に
関
し
て
い
え
ば
、
別
稿
に
も
指
摘
し
た
如
く
、
唐
律
を
一
括
し
て
無
批
判
に
継
受
し
．
日
本
律
の
名
称
を
付

し
て
施
行
す
る
場
合
と
、
日
本
律
と
し
て
完
成
し
て
い
な
く
と
も
独
自
の
法
典
編
纂
の
意
欲
を
も
っ
て
母
法
に
検
討
を
加
え
、
取
捨
選
択

の
後
に
一
部
を
施
行
し
て
い
る
場
合
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
後
者
が
よ
り
法
典
編
纂
の
実
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

持
統
七
年
詔
に
み
ら
れ
る
「
律
」
が
青
木
和
夫
氏
の
い
わ
れ
た
よ
う
な
広
義
の
法
規
の
意
で
は
な
く
狭
義
の
律
法
典
で
あ
り
、
同
詔
に
定
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め
る
処
断
が
全
体
と
し
て
唐
律
の
単
な
る
代
用
に
あ
ら
ず
し
て
の
ち
の
養
老
賊
盗
律
に
お
け
る
監
臨
主
守
自
盗
条
の
削
除
が
示
す
よ
う
な

独
自
の
発
想
に
基
づ
く
操
作
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
持
統
朝
に
お
い
て
仮
に
日
本
律
の
名
を
冠
し
た
法
典
を
公
布
す
る
に
至
ら

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
な
り
精
度
の
高
い
律
法
典
な
い
し
そ
の
全
体
的
草
案
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
ぎ
よ
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）精

堂
、

パハハハハハパハハハハハ20　19　18　17　16　15　14　13　12　11　10　　9
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

瀧
川
政
次
郎
「
天
武
律
令
」
（
『
律
令
の
研
究
』
刀
江
書
院
、
一
九
六
九
年
）
。

坂
本
太
郎
「
飛
鳥
浄
御
原
律
令
考
」
（
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）
。

青
木
和
夫
「
浄
御
原
令
と
古
代
官
僚
制
」
（
『
古
代
学
』
第
三
巻
第
二
号
，
一
九
五
四
年
）
。

石
尾
芳
久
氏
、
前
掲
、
第
二
節
（
5
）
書
。
井
上
光
貞
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
3
）
論
文
。

拙
著
、
前
掲
は
じ
め
に
（
1
）
書
。

石
尾
芳
久
氏
、
前
掲
、
第
二
節
（
5
）
書
。

利
光
三
津
夫
氏
、
前
掲
、
第
二
節
（
6
）
書
．

林
紀
昭
「
飛
鳥
浄
御
原
律
令
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
『
史
林
』
第
五
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
〇
年
。
の
ち
、
『
論
集
日
本
歴
史
2
律
令
国
家
』
有

　
一
九
七
三
年
所
収
）
。

小
林
宏
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
。
森
田
悌
氏
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
．

青
木
和
夫
氏
、
本
節
（
3
）
論
文
。

石
尾
芳
久
氏
、
前
掲
、
第
二
節
（
5
）
書
。

林
紀
昭
氏
、
本
節
（
8
）
書
．

利
光
三
津
夫
氏
、
前
掲
、
第
二
節
（
6
）
書
。

小
林
宏
氏
、
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
。

森
田
悌
氏
．
前
掲
は
じ
め
に
（
2
）
論
文
。

利
光
三
津
夫
氏
「
わ
が
律
に
削
除
せ
ら
れ
た
唐
律
」
（
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
五
九
年
）
。

『
類
聚
国
史
』
刑
法
部
、
延
暦
十
二
年
三
月
己
酉
条
。
『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年
三
月
丁
未
条
．

梅
村
恵
子
「
六
国
史
に
み
え
た
る
官
人
の
犯
罪
」
（
『
御
茶
の
水
史
学
』
第
二
十
号
、
一
九
七
六
年
）
。

利
光
三
津
夫
氏
、
本
節
（
1
6
）
書
．

拙
著
、
前
掲
は
じ
め
に
（
1
）
書
。
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お
わ
り
に

日本律成立過程における継受法と固有法

　
本
稿
で
は
大
化
以
降
、
天
武
持
統
朝
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
、
唐
律
の
継
受
か
ら
日
本
律
編
纂
に
至
る
経
過
を
辿
っ
て
き
た
。
そ
の
結

論
を
要
約
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
．

　
e
大
化
の
東
国
々
司
詔
及
び
旧
俗
廃
止
の
詔
を
検
討
し
た
結
果
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
個
別
的
事
件
の
処
断
に
あ
た
っ
て
唐
律
を
参
照

し
た
形
跡
は
な
く
、
む
し
ろ
百
済
の
制
や
半
島
を
経
由
し
て
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
中
国
古
制
の
影
響
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、

大
化
期
に
お
い
て
は
未
だ
唐
律
継
受
の
作
業
は
国
家
事
業
と
し
て
開
始
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
⇔
天
武
五
年
八
月
詔
に
み
え
る
「
没
官
」
は
固
有
法
に
よ
る
刑
罰
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
，
そ
の
他
の
史
料
に
よ
っ
て
も
天
武
朝
の
初

年
に
は
す
で
に
唐
律
の
継
受
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
㊧
持
統
七
年
四
月
詔
に
み
え
る
処
断
に
つ
い
て
は
、
近
年
唐
律
と
固
有
法
の
折
衷
と
み
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
．
律
の
体
系
に
従

っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
処
断
は
唐
律
を
体
系
的
に
理
解
し
た
上
で
、
日
本
側
の
事
情
に
即
し
て
独
自
の
法
適
用

を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
唐
律
の
個
別
的
代
用
か
ら
進
ん
で
日
本
律
の
編
纂
作
業
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
、

律
法
典
な
い
し
は
そ
の
草
案
が
ほ
ぽ
完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
尚
、
唐
律
と
固
有
法
の
問
題
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
七
世
紀
以
降
の
日
本
古
代
国
家
の
形
成
が
唐
制
の
継
受
と
不
可
分
の
関
係
を
も

っ
て
い
た
た
め
に
や
や
も
す
る
と
唐
律
に
対
応
す
る
も
の
を
継
受
法
と
し
、
そ
れ
以
外
の
法
現
象
の
中
に
は
固
有
法
の
存
在
を
発
見
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
が
ち
で
あ
る
。
む
ろ
ん
本
論
に
も
触
れ
た
如
く
、
先
学
の
説
が
唐
律
に
お
け
る
対
応
条
文
の
有
無
の
み
か
ら
固

有
法
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
的
背
景
を
想
定
し
た
上
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
日
本
古
代
に
お

け
る
継
受
法
と
固
有
法
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
基
準
と
し
て
唐
制
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ
と
は
適
切
で
は
あ
る
ま
い
．

　
抑
も
あ
る
民
族
や
国
家
の
中
で
そ
の
文
化
を
背
景
に
独
自
の
生
成
発
展
を
遂
げ
た
も
の
を
固
有
法
と
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
広
範
な
政
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治
的
文
化
的
影
響
の
下
で
国
家
形
成
の
歩
み
を
進
め
て
き
た
古
代
日
本
が
法
制
の
分
野
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
固
有
の
発
想
を
も
ち
え
た

の
か
疑
問
で
あ
る
。

　
中
国
法
の
継
受
と
い
う
場
合
、
唐
律
令
本
条
は
も
ち
ろ
ん
格
式
と
い
っ
た
成
文
法
及
び
慣
習
法
を
も
含
め
た
総
体
的
中
国
法
系
の
導
入

を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
中
国
の
古
制
が
半
島
諸
国
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
場
合
も
、
遡
れ
ば
中
国
法
に
淵
源
を
も
つ
継

受
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
に
お
け
る
固
有
法
の
存
在
が
全
く
否
定
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
仮
に
外
形
的
に
外
国
法
の
模
倣
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
行
用
に
あ
た
っ
て
主
体
的
に
変
容
を
加
え
自
国
の
社

会
状
況
に
合
う
新
た
な
法
慣
習
を
形
成
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
実
質
的
に
固
有
法
の
範
躊
に
属
す
る
も
の
と
認
め
て
差
し
支

え
あ
る
ま
い
。
継
受
法
と
固
有
法
の
間
題
は
法
の
運
用
に
お
け
る
主
体
性
を
基
準
に
論
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
日
本
法
系
の
発
達
の
歴
史
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
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